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科目等履修生制度について 

 

科目等履修生制度は，大学が社会人等に対しパートタイムによる学習の機会を拡充し，その学習

の成果に適切な評価を与えようとするものであり，生涯学習の一環ともされる制度です。 

この制度では，本学学群学生以外の方に，本学学群（学部レベル）の授業科目の履修を認

め，その授業科目で実施する試験等に合格した場合に，本学の正規の単位を授与します。 

本学は，総合大学として，多くの専門分野の授業科目を開設しており，大いに活用される

ことを期待します。 

科目等履修生制度により修得した単位を加算することにより，短期大学卒業者または高

等専門学校卒業者，大学に 2年以上在学し 62単位以上を修得した者などは，大学卒業者と

同様の「学士」の学位を取得する道も開かれています。 

「学士」の学位は，「大学改革支援・学位授与機構」の行う修得単位の審査及び学修成果

・試験の審査において，いずれも「可」と判断されて合格した場合に，同機構から授与され

ます。詳細については，大学改革支援・学位授与機構へ直接お尋ねください。 

大学改革支援・学位授与機構（電話:042-307-1550， URL:https://www.niad.ac.jp/） 

 

  

 



- 1 - 

 

目次 

I.  出願・選考等日程の概要----------------------------------------- -2- 

   

II.  出願等について------------------------------------------------- -3- 

 1.  入学資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -3- 

 2.  履修申請科目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -4- 

 3.  出願方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -7- 

 4.  出願・受講上の配慮について・・・・・・・・・・・・・・・・ -10- 

 5.  選考結果の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -10- 

 6.  入学手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -10- 

 7.  科目の履修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -13- 

 8.  単位の授与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -14- 

 9.  科目の追加履修申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -14- 

 10.  各種証明書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -14- 

 11 個人情報の取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・ -15- 

 12 対応窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -15- 

    

   

III.   資格等取得目的の方へ------------------------------------------- -17- 

 1.  教員免許状の取得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -17- 

 2.  
その他の資格の取得（学芸員，社会教育主事，司書，司書教諭，登

録日本語教員） 
-20- 

 



- 2 - 

 

I. 出願・選考等日程の概要 

 

 

 

 

 

 

 

募集要領の確認（１月下旬）

開設授業科目一覧の確認（※１）

（春：2月中旬・秋：6月中旬～最新版閲覧可能）

出願期間（WEB出願のみ）(※２)

春：令和7年2月25日（火）～令和7年3月4日（火）

秋：令和7年6月27日（金）～令和7年7月3日（木）

面接（外国人出願者対象）

選考（春：3月上旬・秋：7月中旬）

（書類審査※３）

選考結果のWEB通知（春：3月中旬・秋：8月上旬）

入学手続期間（WEB上で手続の上，一部書類郵送必着）

【WEB入学手続期間】

春：令和7年3月21日（金）～令和7年3月31日（月）

秋：令和7年8月20日（水）～令和7年8月29日（金）

【入学料・授業料・保険料納入期間】

春：令和7年4月1日（火）～令和7年4月4日（金）

秋：令和7年9月1日（月）～令和7年9月5日（金）

※１ WEB出願時には，必ず『開設授業科目一覧（科目等履修生・学群用）』で，履修希望科目の最新の

内容を確認してください。（本要領 P.5「(2) 履修申請可能な科目を調べる」を参照） 

※２ 学群の科目等履修生として春学期に入学手続をした方で，秋学期の学群開設科目の履修を希望す 

る方は，追加履修申請を行ってください。（本要領 P.14「9.科目の追加履修申請」を参照） 

※３ 科目等履修生の選考は履修申請された全ての科目について書類審査し，合否を決定しますが，科 

目によっては面接等を課すことがあります。面接等を課す科目は，『開設授業科目一覧（科目等履

修生・学群用）』の「申請条件」欄に「要面接」等と記載されていますので，出願前に面接等の有

無を確認してください。（この面接は「外国人出願者に対する面接」とは異なります。） 

 

https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
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Ⅱ. 出願等について 

1. 入学資格 

履修申請された全ての科目について書類審査等を行い，当該授業科目を履修するに十分な学力

があると認められた方は，科目等履修生として入学することができます。ただし，科目によって

は，授業担当教員が事前審査のため，面接を課すことがあります。 

 

【外国人出願者の方へ】重要 

在留資格について※全員 

本学の科目等履修生制度を利用し，在留資格「留学」を取得または変更すること，在留期間

を更新することはできません。 

 

出願要件について※完全オンラインの科目1のみを海外で履修する方を除く 

出願時点で，日本滞在に係る適切な在留資格を有しており，在留期間が「履修申請する科目

の開講学期」に対して十分にある必要があります。 

※ 春学期の科目を履修する場合の履修期間（在籍期間）は，令和 7 年 9 月 30 日まで  

秋学期の科目を履修する場合の履修期間（在籍期間）は，令和 8 年 3 月 31 日まで  

として入学許可されますので，下表の在留期間があることを出願要件とします。 

履修申請する科目の開講学期 必要な在留期間 

春学期（夏季休業中を含む）のみの場合 令和 7年 4月 1日～令和 7年 9月 30日 

秋学期（春季休業中を含む）のみの場合 令和 7年 10月 1日～令和 8年 3月 31日 

春学期と秋学期，通年の場合 令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

 

 また，春学期に入学し， 秋学期に開講する科目を追加履修申請する場合には，令和 8年 3月

31日までの在留期間があることが必要です。 

 

面接について※全員 

在留資格に関わらず，全ての方に「外国人出願者に対する面接」を行います。出願期間終了

後，１週間以内に教育組織等から連絡しますので，面接日時を調整してください。連絡が取れ

なかった場合は，不合格として対応します。 

 

出願時に次の状況に該当する方へ 

●在留資格は有しているが，出願時点で上記の「必要な在留期間」を満たしていない方 

●在留資格「短期滞在」で一時的に日本に滞在している方 

 

上記の方は，完全オンライン科目のみ出願が可能です。 

ただし，出願時に許可されている在留期間・在留資格に従って，在留期間終了前には帰国す

る，在留期間を延長する，適切な在留資格に変更するなど，不法滞在とならないようご注意く

ださい。 

 

完全オンライン科目のみを海外で履修する予定の方へ 

入学後に来日する場合は，適切な在留資格を取得のうえ，来日してください。 

                                                   

1 完全オンラインの科目とはテストを含む全ての授業がオンラインで完結する科目を言います。 
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２.履修申請科目 

(1) 学群・学類の主専攻分野（領域・コース等）を参考に授業科目を確認する 

学群・学類・学位プログラム 主専攻分野（領域，コース等） 

人文・文化

学群 

人文学類 

哲学（哲学・倫理学，宗教学） 史学（日本史学，ユーラシア史

学〈古代西アジア史，中国史，ヨーロッパ・アメリカ史〉，歴史地

理学） 考古学・民俗学（先史学・考古学，民俗学・文化人類学） 

言語学（一般言語学，応用言語学，日本語学，英語学） 

比較文化学類 
比較文化（日本・アジア，英米・ヨーロッパ，フィールド文化，

表現文化，文化科学，思想文化） 

日本語・日本文化学類 日本語・日本文化学（日本語，日本文化） 

社会・国際

学群 

社会学類 社会学 法学 政治学 経済学 

国際総合学類 国際関係学 国際開発学 

人間学群 

教育学類 教育学（哲学・歴史，内容・方法，制度・経営，環境・文化）  

心理学類 
心理学（実験心理学，教育心理学，発達心理学，社会心理学，臨

床心理学）  

障害科学類 

障害科学（視覚障害学，聴覚障害学，言語障害学，運動障害学，

健康・高齢障害学，知的障害学，行動情緒障害学，物理療法，福

祉・原理） 

生命環境 

学群 

生物学類 生物学 

生物資源学類 生物資源科学 

地球学類 地球環境学 地球進化学 

理工学群 

数学類 数学 

物理学類 物理学 

化学類 化学 

応用理工学類 応用物理 電子・量子工学 物性工学 物質・分子工学 

工学システム学類 知的・機能工学システム エネルギー・メカニクス 

社会工学類 社会経済システム 経営工学 都市計画 

総合理工学位プログ

ラム 
総合理工学 

情報学群 

情報科学類 ソフトウェアサイエンス 情報システム 知能情報メディア 

情報メディア創成学

類 
情報メディア創成 

知識情報・図書館学類 知識科学 知識情報システム 情報資源経営 

医学群 

医学類 医学 新医学 

看護学類 看護学  

医療科学類 医療科学 国際医療科学 

体育専門学群 体育学 

芸術専門学群 

芸術学（美術史，芸術支援，洋画，日本画，彫塑，書，版画，構

成，総合造形，工芸，ビジュアルデザイン，情報・プロダクトデ

ザイン，環境デザイン，建築デザイン） 

地球規模課題学位プログラム 学際 

上記教育組織の開設授業科目以外に，共通科目として「総合科目」「体育」「外国語」「情報」「国

語」「芸術」，その他として「自由科目（特設）」「教職科目」「博物館に関する科目」等が開設され

ています。 
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(2) 履修申請可能な科目を調べる 

出願前に必ず，『開設授業科目一覧（科目等履修生・学群用）』（以下，『開設授業科目一覧』）の

最新版にて履修申請を希望する科目の内容と科目等履修生申請の可否欄を確認してください。 

実施学期や曜時限等の具体的な説明については，『履修上の注意』を参照してください。 

なお，履修を希望する科目についての質問等は，本要領 p.15「12.対応窓口」に記載されてい

る，当該科目を開設している学群・学類の対応支援室へ直接お問い合わせください。 

注意事項 

a. 『開設授業科目一覧』に記載のある科目について 

 各科目の記載内容は，予告なく変更される場合がありますので，出願前に必ず最新情報を

ご確認ください。 

 また，本学の活動形態の変更により，授業の実施時期，実施形態等が年度途中に変更され

る場合がありますことをご了承ください。 

b. 申請条件について 

授業科目の中には，申請条件が付される科目があり，その条件等が『開設授業科目一覧』

の「申請条件」欄や「備考」欄に記載されています。申請条件に合わない場合は，当該科目

を履修申請することができません。 

例：「〇〇〇〇（科目名）を履修済であること」「教員免許状取得目的の者に限る」等 

「科目等履修生申請可否」欄が「△」かつ「申請条件」欄に「要面接」等と記載事項の

ある科目は，面接等を課す科目ですので出願前に確認してください。なお，この面接は

「外国人出願者に対する面接」とは別のものであり該当科目を履修申請する方を対象とし

たものです。 

c. 授業形態について 

 『開設授業科目一覧』の「完全オンライン科目」欄，「備考」欄に対面，オンライン実施等

の授業形態が記載されていますので，必ず確認してください。オンラインでの受講方法につ

いては，合格後に別途お知らせしますが，受講には，パソコンやタブレット，スマートフォ

ンなどの通信機器および動画を視聴できる通信環境が必要です。オンラインの受講場所とし

て利用を認められている学内施設で受講することはできますが，ノートパソコンや Wi-fiル

ーター等の機器の貸与は行っていませんので，あらかじめご了承ください。 

d. 実施学期・曜時限・実施日未定の科目について 

 実施学期や曜時限が未定となっている科目や，実施日が未定の集中授業科目も『開設授業

科目一覧』に掲載されています。これらの授業科目については，出願後又は入学手続後に，

実施日等が決定することになりますが，決定後にご本人の都合により受講できなくなった場

合は，履修申請科目の変更，納付した検定料や入学料・授業料等は返還できません。入学後，

実施日等が決定した場合には，Web掲示板（TWINS，KdB等）で周知します。 

   また，やむを得ず授業日程や教室が変更になる場合も，同様に周知しますので情報を見落

とすことがないよう，注意してください。Web掲示板等のログインに必要な IDや PWは，入

学後にお渡しします。 

https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/2-3.pdf
https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
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e. 開講曜時限の重複する科目について 

 出願時に履修申請科目の迷いがある場合，曜時限等が重複している複数の科目を履修申請

することはできますが，合格後，同時に履修登録することはできませんので，入学手続の際

に合格した科目のいずれかを辞退していただくことになります。なお，オンライン実施科目

でオンデマンド視聴が可能であったとしても，曜時限の重複している科目を同時に履修登録

することはできません。（ただし，NT科目2を除く） 

 入学手続後に，受講する授業科目の変更及び受講する授業科目の辞退を申し出ても納付し

た入学料・授業料等の返還はできませんので，入学手続時に受講する授業科目に曜時限の重

複がないことを必ず確認してください。 

f. 科目の実施言語について 

 『開設授業科目一覧』で，「備考」欄に「英語で授業」等の表示がある科目は英語で実施さ

れます。何も表示がない科目は，通常は日本語で実施されます。 

g. 共通科目「体育」の履修申請について 

共通科目「体育」の科目を履修申請する方は，出願時に希望する種目を申請していただき

ます。（詳細は『開設授業科目⼀覧（学群）』を参照）当該種目の決定は入学料・授業料・保

険料の納入期間後となりますが，履修種目が希望通りにならず入学を辞退される場合でも，

納付された授業料等は返還できませんのでご了承ください。 

h. 教員免許状の取得を目的としている方について 

 事前に，「取得希望の免許に関する単位修得状況の分かる証明書」（学力に関する証明書）

を取得のうえ，免許状申請予定の各都道府県教育委員会に，必ずご自身で教育職員免許法施

行規則に規定する区分の所定単位数について不足単位数等の確認を行ってください。 

 なお，免許状の取得にあたり必要な科目であっても，上記ｂにより申請条件に合わない場

合は，当該科目を履修申請することができませんので，事前にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 NT科目については，『履修上の注意』「(5) 科目表の表記」を参照 

https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/2-3.pdf
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3.出願方法 

(1) 出願期間 

出願

区分 

申請可能な 

授業科目 
出願期間 出願方法 

春 

  

・春学期に授業を開始する科目  春 A開始 

・通年科目           春 B開始 

・夏季休業中実施科目      春 C開始 

 

 

令和 7年 2月 25日(火) 

～令和 7年 3月 4日(火) 

 

 

 

 

【WEB出願】 

秋 

・秋学期に授業を開始する科目  秋 A開始 

・春季休業中実施科目      秋 B開始 

                秋 C開始 

 

令和 7年 6月 27日（金) 

～令和 7年 7月 3日(木) 

 

 

(2)出願の流れ 

科目等履修生の出願は WEB出願のみで受け付けます。郵送，直接持参での受け付けはしていま

せん。 

WEB 出願手続にあたっては途中保存ができませんので，事前に履修申請科目を確認し，必要書

類等をご準備ください。提出書類に不足，記載事項に不備がある場合には，出願を受け付けるこ

とはできません。また，出願後，履修申請科目の変更はできません。 

出願書類の到着後に内容確認のため，電話またはメールにて連絡する場合があります。出願書

類に問題がない場合，本学から「出願書類受理」の連絡はいたしませんのでご了承ください。 

 

 

事前準備   ①募集要領の確認 

        ②科目一覧等確認 

        ③履修申請科目の選定 

④検定料払込方法の確認 

        ⑤必要書類の準備 

   

 

【1】   マイページに登録する 

     ↓ 

【2】   WEB出願ページへアクセス 

     ↓ 

【3】  写真のアップロード 

   出願前３か月以内に撮影 

  無帽・無背景・上半身正面 
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     ↓ 

【4】  必要事項の入力 

   ↓ 

【5】  検定料払込方法の選択 

      検定料支払い 

       ↓ 

【6】  必要書類のアップロード 

※① 原本のデータをアップロード 

   ※② 入学手続時に原本郵送 

  その他 「（3）必要書類」の「摘要」をよく読み，提出漏れのないことを確認 

↓ 

          

 

 

(3)必要書類  

出願手続時にアップロードの上，入学手続時にアップロードした書類の原本を郵送してくださ

い。 

No. 書類等 形式 
数

量 
該当者 摘要 

1 
最終学校の成績

証明書 

 

 

 

 

 

以下のい

ずれかの

形式 

 

PDF 

JPEG 

PNG 

 

 

 

 

 

 

1 全員 

※前年度に出願された方は不要 

 以下に該当する方はご注意ください。 

⚫ 退学した方：退学した学校の成績証明書 

⚫ 大学院に在学中の方：大学院の成績証明書

（大学院１年次の方は学部（本学においては

学群）の成績証明書） 

⚫ 海外の大学を卒業又は退学した方：海外の

大学にて発行されるオフィシャルな成績証

明書，または当該校や公的機関で原本証明

を受けたもの 

⚫ 最終学校が廃校になった方：後身の学校に

て発行される成績証明書（後身の学校がな

い場合等にあっては，当該学校の直前に在

籍した学校の成績証明書） 

⚫ 卒業後一定年数が経過したため，成績証明

書が発行されない方：出身校において発行

される「成績証明書が発行できない」旨を証

明する証明書 

⚫ 学部の最終年次に在学中の方：学部の成 

績証明書 

2 

戸籍個人事項証

明書（戸籍抄本

等） 

1 該当者 

婚姻等で出願時の姓名と証明書の姓名が

異なる場合のみ  

 

同一の書類 

出願手続完了 
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3 

住民票（マイナン

バーの記載のな

いもの） 

 

 

 

 

 

 

以下のい

ずれかの

形式 

 

PDF 

JPEG 

PNG 

1 

外国人出願者 

※出願時に「短

期滞在」以外の

在留資格を有し

ている方 

在留資格，在留期間が記載されているか

確認してください。 

パスポート，在留カード等は不可 

 

※完全オンライン科目のみを海外で履修

する方を除き、出願時点での在留期間が，履

修を希望する科目が開講される学期末（春

学期：令和 7年 9月 30日，秋学期・通年：

令和 8年 3月 31日）に満たない場合は出願

できません。 

4 パスポート 1 

外国人出願者 

※出願時に「短

期滞在」の在留

資格を有してい

る方 

※入学時の原本提示は不要 

氏名，パスポート番号，顔写真が掲載され

ているページ，および上陸許可のステッカ

ーが貼付されているページ 

 

5 
日本語能力を示

す証明書類 
1 

外国人出願者

(日本語で実施

される科目を履

修する者)  

※原本郵送不要 

「日本語能力試験」「BJT ビジネス日本語

能力テスト」「J.TEST実用日本語検定」等の

成績通知書（試験結果）など。 

履修希望科目が外国語のみで授業を行う

科目の場合は不要です。（１科目でも日本語

で行う科目が含まれている場合は必要とな

ります。） 

上表のほか，各教育組織または科目において，別途，選考に必要な書類を求める場合があります。 

 

(4)検定料 

 9,800円 

コンビニエンスストア，クレジットカード，ペイジー（ATM）にて，出願期間内に払い込んでく

ださい。海外居住者の場合はクレジットカード払いのみとなります。 

現金での払い込み及び払込票による取り扱い（金融機関窓口での払い込み）は行っておりま

せん。なお，システム利用料は出願者本人の負担となります。 

 

注意事項 

a. 出願期間を過ぎてから出願を取り消した時は，納付した検定料は返還しません。 

b. 納付した検定料を次の出願時に繰越すことはできません。  

c. 出願期間内に出願を取り消す場合に限り返還を受け付けますので，返還請求を行う場合は速

やかに申し出てください。なお，検定料返還の手数料は本人負担となります。 

d. 出願時に国費留学生（受給予定の者を含む）である方は，出願期間前に教育推進部教育機構

支援課（本要領 P.15「12.対応窓口」参照）にご連絡ください。状況の確認のため，「国費留

学生証明書（任意様式）」（他大学在籍中で奨学金を受給中の者），在外公館等が発出する「第
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一次選考合格証明書」など，国費の受給予定者であることが証明できる公的書類を提出して

いただきます。 

 

4.出願・受講上の配慮について 

障害等により出願・受講に際し配慮を必要とする方は，出願期間前に教育推進部教育機構支援

課（本要領 P.15「12.対応窓口」参照）にご連絡ください。これにより，障害の程度等を記載し

た医師の診断書（補助具を必要とするなどの所見を含む）を出願時に追加で提出いただく場合が

あります。 

 

5.選考結果の通知 

出願期間終了後，約 1カ月を目途に，選考結果及び在籍中に所属する学群・学類3を WEB上で通

知します。合格した方は，WEB 上で入学手続を行ってください。入学までに文書による案内はい

たしませんのでご注意ください。電話やメールでの選考結果に関するお問い合わせにはお答えで

きません。 

 

6.入学手続 

（1） 入学手続期間 

出願

区分 

入学手続期間 
入学手続方法 

WEB入学手続期間 入学料・授業料・保険料納入期間 

春 

 

令和 7年 3月 21日(金) 

～令和 7年 3月 31日(月) 

 

 

令和 7年 4月 1日(火) 

～令和 7年 4月 4日(金) 

 

 

 

 

 

【WEB入学手続】  

【必要書類一部郵送】 

 

 

 

秋 
令和 7年 8月 20日(水) 

～令和 7年 8月 29日(金) 

 

令和 7年 9月 1日(月) 

～令和 7年 9月 5日(金) 

 

 

 

 

 

 

                                                   

3 所属する学群・学類については，出願目的，履修科目等を考慮の上決定します。なお，平成

16年度以降に科目等履修生（学群）として在籍歴のある方，本学の学群の卒業生は，原則在籍時

と同所属となります。 
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（2） 入学の流れ 

入学手続は WEBのみで受け付けます。直接持参での受け付けはしていません。 

所定の期間内に手続が完了した方は，科目等履修生として入学を許可します。入学を辞退する

場合は WEB上で辞退手続を行ってください。 

WEB 入学手続にあたっては途中保存ができませんので，事前に履修科目を選定し，郵送する書

類等をご準備ください。提出書類に不足，記載事項に不備がある場合には入学を受け付けること

はできません。また，入学手続後，履修科目の変更はできません。 

入学書類の到着後に内容確認のため，電話またはメールにて連絡する場合があります。入学書

類に問題がない場合，本学から「入学書類受理」の連絡はいたしませんのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【1】   マイページにログインする 

      ↓ 

【2】   入学手続ページへアクセス 

      ↓ 

【3】   必要事項の入力 

        ※入学手続期間内に入力 

      ↓ 

【4】   宛名ラベルの印刷 

    ※追跡が可能な方法で郵送してください 

      ↓ 

【5】   必要書類の原本の郵送（P8.(3)必要書類参照） 

  ※入学手続期間内 必着 

      ↓ 

【6】   入学料・授業料・学研災保険料の払込 ※納入期間内に払込 

      ↓      

 

入学手続完了 

 

 

事前準備   ①履修科目の選定 ※曜時限等の重複がないか確認 

②入学料・授業料・保険料の払込方法の確認 

        ③必要書類の郵送の準備 
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（3）入学料・授業料・保険料 

    

 

  払込方法 

 

入学料，授業科目の総単位数分の授業料，保険料を合わせた金額をコンビニエンスストア，ク

レジットカード，ペイジー（ATM）にて納入期間内に間に合うように払い込んでください。 

現金での払い込み及び払込票による取り扱い（金融機関窓口での払い込み）は行っておりませ

ん。なお，システム利用料は出願者本人の負担となります。 

 

注意事項 

a. 入学料，授業料及び保険料等の金額の改定が行われた場合は，改定時から新たな金額が適

用されます。 

b. 前年度に科目等履修生として在籍していた方も，入学年度毎に入学料・授業料・保険料を

払い込む必要があります。 

c. 保険料は，学生教育研究災害傷害保険（略称「学研災」）加入に係るものです。加入を強制

することはできませんが，本学では安心して教育研究及び課外活動を行えるよう，学生教育

研究災害傷害保険（通学中等障害危険担保特約を含む）に全員加入を推奨しております。年

度毎の取り扱いとなるため，年度途中に加入する場合であっても，保険料は年額を払い込む

必要があります。 

d. 納付された入学料・授業料・保険料は返還しません。  

e. 共通科目「体育」の履修種目決定は入学料・授業料・保険料の納入期間後となりますが，履

修科目が希望通りにならず授業科目を辞退される場合でも，納付された授業料等は返還で

きませんのでご了承ください。 

f. 本学正規生として在籍する者が科目等履修生になる場合の保険料は，正規生として在籍す

る所属での取り扱いとなります。 

 

保険料に関するお問い合わせ先：学生部学生生活課学生支援 

電話 029-853-2248 

 

項目 必要な経費 

入学

料 
28,200 円 

授業

料 
14,800 円 / 1単位 

保険

料 
1,000円 / 年 

国内居住者 海外居住者 

30万円未満 30万円以上  

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ 

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ 

ﾍﾟｲｼﾞｰ 

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ 

ﾍﾟｲｼﾞｰ 
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7.科目の履修 

 入学手続後，各自が所属する学群・学類の対応支援室（本要領 P.15「12.対応窓口」参照）にお

いて科目等履修生の対応を行います。 

 

（1） 必要書類の受領 

在学生向けツール等のログインに必要な IDや PW及び身分証明書は，入学後に支援室等でお渡

しします。完全オンライン科目のみを履修する方の IDや PW及び身分証明書（電子媒体）は，入

学後にメールで配付します。 

 

（2） 科目情報の確認 

授業科目の日程や教室変更，集中科目の実施日等については，『在学生向けツール』より利用で

きる TWINS（Web 掲示板），KdB（教育課程編成支援システム開設科目一覧）等により確認できま

す。見落とすことがないように，必ずご自身で確認してください。なお，原則として電話でのお

問い合せには対応していません。 

（3）履修期間（在籍期間）について 

科目等履修生の履修期間（在籍期間）は，履修を許可された科目の開講学期に応じて次のとお

りとなります。なお，春学期開講科目のみ履修している方が，秋学期開講科目を追加履修申請し

許可された場合，3月 31日まで履修期間（在籍期間）が延長されます。 

 

 

 

 

 

 

(4）入学後の学内施設・サービスの利用 

科目等履修生は，学内の一部の施設やサービスを，正規生と同様に利用することができます。 

下表を参照し，詳細については所属する教育組織の対応支援室（本要領 P.15「12．対応窓口」参

照）にお問い合わせください。 

 なお，一部の施設やサービスの利用にカード媒体の身分証明書を必要とする場合があります。

完全オンライン科目のみを履修する方が以下の施設・サービスを利用する場合は，所属する教育

組織の対応支援室に必要の有無を確認の上，窓口でカード媒体の身分証明書を受け取ってくださ

い。 

 

 

履修する科目の開講学期 履修期間（在籍期間） 

春学期開講科目のみを履修する場合 4月 1日～9月 30日 

春学期と秋学期，通年の開講科目を履修する場合 4月 1日～3月 31日 

秋学期開講科目のみを履修する場合 10月 1日～3月 31日 

https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/
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8.単位の授与 

履修した科目は，シラバスに記載された成績評価方法により合格となる評価を得た場合，単位

を授与します。単位を修得した科目については，本人の申請に基づき「単位修得・成績証明書」

等を交付します。 

 

9.科目の追加履修申請 

学群の科目等履修生として春学期に入学手続をした方は，同一年度の秋学期に開講する授業科

目を追加履修申請することができます。ただし，追加履修申請ができるのは学群開設科目のみで

す。 

 追加履修申請は，以下の期間内に，WEB申請のみで受け付けます。郵送，直接持参での受け付け

はしていません。 

追加履修申請にあたっては，検定料・入学料・保険料を払い込む必要はありません。 

 

出願区分 追加履修申請期間 追加履修申請方法 

秋 
令和 7年 6月 27日（金) 

  ～令和 7年 7月 3日(木) 
【WEB申請】 

 

 

注意事項 

 年度を越えて追加履修申請することはできません。翌年度に科目の履修を希望する際には，新

たに科目等履修生へ出願することになりますので，検定料・入学料・保険料を払い込む必要があ

ります。 

 

10．各種証明書の発行 

各種証明書の発行については，『科目等履修生に係る証明書等の発行申請』を参照してくださ

い。  

利用できない施設・サービス 

 

・学生宿舎 

・学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証） 

・通学定期券 

利用可能な施設・サービス 

 

・附属図書館，食堂，課外活動施設等 

・駐車場・駐輪場，キャンパス交通システム（バス）  

（申請制・有料） 

・学内無線 LANシステムなど学術情報メディアセンター

が学生向けに提供するサービス 

https://www.tsukuba.ac.jp/about/certificate-auditors/index.html
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11.個人情報の取り扱いについて 

出願書類等により取得した個人情報及び科目の合否等については，選考に関する業務，入学手

続業務及び教育研究に関する調査・統計にのみ利用します。入学者にあっては，入学後の各種手

続等が必要な場合にも利用します。なお，法令に定めのある場合を除き，取得した個人情報を本

人の同意を得ることなく，利用目的以外の目的で利用すること又は第三者に提供することはあり

ません。 

 

12.対応窓口 

【窓口対応時間（すべて共通）】月曜～金曜 9:00～12:15 / 13:15～17:00  

※土曜・日曜，祝日，年末年始，その他休業日を除く 

【出願について】 

教育推進部教育機構支援課 科目等履修生担当 

（建物配置図① 本部棟２階） 

Email:gm.kkikakugrp#@#un.tsukuba.ac.jp 

（#@#を「@」に置き換えてください） 

 

【教員免許の取得，介護等体験，教職科目につい

て】 

教育推進部社会連携課教職教育担当 

（建物配置図① 本部棟２階） 

電話 029－853－2209，2210 

【各学群・学類で開設している科目の授業概要・申請条件等について】 

当該科目を開設している学群・学類等の対応支援室 
 

対応支援室 授業科目開設組織 

人文社会エリア支援室 

（建物配置図② １Ａ棟３階） 

学群教務担当 029－853－4468 

〒305-8571 つくば市天王台 1丁目 1-1 

【人文・文化学群】 人文学類 

【社会・国際学群】 社会学類 

数理物質エリア支援室 

（建物配置図③ １Ａ棟３階） 

学群教務担当 029－853－7881 

 〒305-8571 つくば市天王台 1丁目 1-1 

【生命環境学群】 地球学類 

【理工学群】 数学類，物理学類，化学類 

システム情報エリア支援室 

（建物配置図④ ３Ａ棟２階） 

学群教務担当 029－853－5014 

〒305-8573 つくば市天王台 1丁目 1-1 

【社会・国際学群】 国際総合学類 

【理工学群】 応用理工学類，工学システム学類， 

    社会工学類，総合理工学位プログラム 

【情報学群】 情報科学類 

生命環境エリア支援室 

（建物配置図⑤ ２Ｂ棟３階） 

学群教務担当 029－853－4568 

〒305-8572 つくば市天王台 1丁目 1-1 

【人文・文化学群】 比較文化学類， 

日本語・日本文化学類 

【生命環境学群】 生物学類，生物資源学類 

人間エリア支援室 

（建物配置図⑥ ２Ａ棟２階） 

学群教務担当 029－853－5926 

〒305-8572 つくば市天王台 1丁目 1-1 

【人間学群】 教育学類，心理学類，障害科学類 

体育芸術エリア支援室 

（建物配置図⑦ ５Ｃ棟２階） 

学群教務担当 029－853－2804 

〒305-8574 つくば市天王台 1丁目 1-1 

【体育専門学群】 

【芸術専門学群】 
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医学医療エリア支援室 

（建物配置図⑧ ４Ａ棟２階） 

学群教務担当 029－853－3018 

〒305-8575 つくば市天王台 1丁目 1-1 

【医学群】 医学類，看護学類，医療科学類 

図書館情報エリア支援室 

（建物配置図⑨ ７Ｂ棟２階） 

学群教務担当 029－859－1112 

〒305-8550 つくば市春日 1丁目 2 

【情報学群】 情報メディア創成学類， 

知識情報・図書館学類 

グローバル教育院事務室 

（建物配置図⑩ 総合研究棟Ａ７階） 

地球規模課題 bpgi-office#@#un.tsukuba.ac.jp 

（#@#を「@」に置き換えてください） 

〒305-8577 つくば市天王台 1丁目 1-1 

【地球規模課題学位プログラム】 
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III. 資格等取得目的の方へ 

！！！重要！！！ 

教員免許状や学芸員等の資格を取得するために出願する方は，募集要領のほか，本学ホーム

ページ上（https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/）で別途公開される以

下の資料を必ずご確認ください。 

 資格取得のために科目等履修生を希望される方へ（手引き） 

 教員免許状等資格取得関係 

1. 教員免許状の取得 

(1) 教員免許状取得までの流れ 

1. 「介護等体験」，「教育実習」及び「教職実践演習」については，本学学群の卒業生，

本学大学院在学者，本学大学院修了者，本学大学院中退者で，学群の科目等履修生に

出願する方が対象です。対象者以外の方は行うこと（受講すること）ができませんの

でご注意ください。詳しくは，『資格取得のために科目等履修生を希望される方へ

（手引き）』で確認してください。 

2. 小学校課程については，「本学の人間学群が開設する小学校課程の授業科目におい

て，履修済科目を有する本学学群の卒業生が対象」となります。対象者以外の方は小

学校課程の科目は受講できませんので，ご注意ください。 

3. 養護教諭一種免許については，「本学医学群看護学類の卒業生が対象」となります。対

象以外の方は受講できませんので，ご注意ください。 

4. 事前に出身大学が発行する「学力に関する証明書」を取得の上，免許申請予定の教育

委員会に教育職員免許法施行規則に規定する科目の不足単位等の確認を各自で行っ

てください。 

 

 

免許状の種類（中学校，高校など）および教科（国語，数学など）を決定してください。 

 

 
 

教育職員免許法及び同法施行規則の一部改正に伴い，2019年度（令和元年度）より免許状の取

得要件が変更となっておりますので，申請予定の各教育委員会に，「新法」での申請か「旧法」

での申請になるか，必ずご自身でご確認ください。 

   ※すでに教員免許状を取得している方が，ほかの種類または教科の免許状をあらたに申請 

する場合，免許状によって最低修得単位数が異なる場合があります。 

 

 

『開設授業科目一覧（科目等履修生・学群用）』，『資格取得のために科目等履修生を希望さ 

れる方へ（手引き）』および『教員免許状等資格取得関係』を参照し，履修申請する科目を 

決定してください。 

 

 

必要書類を揃えて出願期間内に科目を履修申請し，合格通知が届いたら入学手続を行って 

ください。                                                               (次頁に続く) 

  取得目的の免許状の種類および教科を決定する。 

 申請予定の都道府県教育委員会に，教育職員免許法施行規則に規定する区分の所定単位

数における不足単位数等を確認する。 

  本学での履修科目を決定する。 

  科目を履修申請する（本要領「II. 出願について」参照） 

https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
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不足していた教員免許状取得に必要な単位を全て修得したか確認してください。 
 

 

 

 

※教育職員免許法施行規則に規定された所定の単位数を満たした後，ご自身（個別申請）で都道

府県教育委員会に申請してください。申請に必要な書類等は各都道府県によって異なるので，

教育委員会に事前に問い合わせをしてから手続を始めてください。 

科目等履修生時の「学力に関する証明書」は，科目等履修生時に所属した学群・学類の対応

支援室で発行します（発行に約２週間かかります）。 

なお，教員免許状の交付は，申請から約１カ月かかります。 

(2) 取得希望教科および学校種を確認するには 

【教員免許状の種類および教科（中学校一種，高等学校一種，養護教諭一種）】 

a. 対応学群・学類は，本学において該当教科および学校種の免許状が取得可能な教育組織を表し

ています。 

b. 学群・学類によっては，科目に受講制限を設けている場合もあるため，科目等履修生として下

記すべての教科および学校種の教育免許状が取得可能とは限りませんので，ご注意ください。 

c. 養護教諭には「教科」はありません。 

d. 小学校教諭一種および特別支援学校教諭一種（平成 18年度以前入学者の盲・聾・養護学校教諭

一種に相当）の教員免許状の取得方法については，社会連携課教職教育担当までお問い合わせ

ください。 

学校種 
 
教科 

中学校
(一種) 

高等 
学校 
(一種) 

養護 
教諭 
(一種) 

対応学群・学類 

国 語 〇 〇  
【人文・文化学群】 人文学類，比較文化学類， 

日本語・日本文化学類 

社 会 〇   
【人文・文化学群】 人文学類，比較文化学類 

【人間学群】 教育学類 

【情報学群】 知識情報・図書館学類 

公 民  〇  

【人文・文化学群】 人文学類，比較文化学類 

【社会・国際学群】 社会学類 

【人間学群】 教育学類，心理学類 

【情報学群】 知識情報・図書館学類 

地理歴史  〇  

【人文・文化学群】 人文学類， 比較文化学類 

【人間学群】 教育学類 

【生命環境学群】 地球学類 

数 学 〇 〇  

【理工学群】 数学類，物理学類，応用理工学類， 

工学システム学類， 社会工学類 

【情報学群】 情報科学類，情報メディア創成学類， 

知識情報・図書館学類 

理 科 〇 〇  
【生命環境学群】 生物学類，生物資源学類，地球学類 

【理工学群】 物理学類，化学類，応用理工学類， 

      工学システム学類 

技 術 〇(注)   【生命環境学群】 生物資源学類 

  教員免許状取得に必要な単位を全て修得後，教育委員会に申請(個別申請)する。 

  科目を履修し単位を修得する。 
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農 業  〇  【生命環境学群】 生物資源学類 

福 祉  〇  【人間学群】 障害科学類 

情 報  〇  
【理工学群】 工学システム学類 

【情報学群】 情報科学類，情報メディア創成学類， 

知識情報・図書館学類 

工 業  〇  【理工学群】 工学システム学類 

保健体育 〇 〇  【体育専門学群】 

美 術 〇 〇  【芸術専門学群】 

工 芸  〇  【芸術専門学群】 

書 道  〇  【芸術専門学群】 

英 語 〇 〇  
【人文・文化学群】 人文学類，比較文化学類 

【社会・国際学群】 国際総合学類 

教科なし   〇 【医学群】 看護学類 

（注）中学校一種（技術）は、2026 年度（令和 8 年度）から課程認定を取り下げる予定であるため、 

  以降は免許状が取得できなくなります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教員免許状，介護等体験および教職科目に関するお問い合わせ】 

筑波大学教育推進部社会連携課教職教育担当（本部棟２階） 

電話：029－853－2209，2210 
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2. その他の資格の取得（学芸員，社会教育主事，司書，司書教諭，登録日本語教員） 

本学での各種資格取得に必要な科目履修・単位修得の流れ 

※資格取得のために科目等履修生を希望される方へ（手引き）p10～p15参照 

資 格 出願にあたっての事前確認事項 

【 学 芸 員 】 学士の学位を有する者であること。 

学芸員養成課程で開設する科目において，不足している科目・単位数を 

確認する。 

【社会教育主事】 大学に２年以上在学し，62単位以上取得した者であること。 

社会教育主事養成課程で開設する科目において，不足している科目・ 

単位数を確認する。 

【 司 書 】 大学を卒業した者であること。 

図書館に関する科目において不足している科目・単位数を確認する。 

【司 書教諭 】 教育職員免許状の取得者であること。 

本学で開設する学校図書館司書教諭講習に相当する科目を確認する。 

【登録日本語教員】 登録日本語教員に関する科目において、不足している科目・単位数を確認する。  

 

 

『開設授業科目一覧（科目等履修生・学群用）』，『教員免許状等資格取得のために科目等履修

生を希望される方へ（手引き）』および『教員免許状等資格取得関係』を参照し，履修申請す

る科目を決定してください。 

 

・必要書類を揃えて出願期間内に科目を履修申請してください。（登録日本語教員「養成課程」、   

「実践研修」の科目の受講を希望される方は、履修申請前に、日本語・日本文化学類 Web 

    サイト（https://www.japanese.tsukuba.ac.jp/cp1/）から受講申請書の様式をダウン 

ロードし、2 月 1 日～2 月 20 日の期間に 21 ページの登録日本語教員お問い合わせアドレス  

宛に申請してください。） 

    ・合格通知が届いたら入学手続を行ってください。 

 本学での履修科目を決定する。 

 科目を履修申請する（本要領「II. 出願について」参照） 

単位修得後 

【学 芸 員 】 就職先の博物館に証明書（学芸員資格取得に必要な科目の「単位修得  

              証明書」）を提出する。 

【社会教育主事】 就職先の教育委員会に証明書（社会教育に関する科目の「単位修得証 

                 明書」）を提出する。 

【司 書 】 司書資格の証明が求められたら，証明書（図書館に関する科目の「単 

                 位修得証明書」）と出身大学で発行された「卒業証明書」を提出する。 

【 司 書 教 諭 】 本学において学校図書館司書教諭講習に相当する科目の単位（10単位） 

                 修得後，「学校図書館司書教諭講習」に書類参加の手続を行う。 

【登録日本語教員】 文部科学大臣の登録を受けるには、日本語教員試験（基礎試験・応用試 

験）に合格し(「養成課程」修了者は基礎試験が免除)、登録実践研修機関 

（本学を含む）が実施する「実践研修」の修了が必要。 

 

https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/gun/#list
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各資格取得に必要な科目の単位を修得した方には，申請に応じ単位修得証明書（登録日本語教

員にあっては「修了証書」）を発行します。各自で所属する学群・学類の対応支援室に申請し，

就職先の博物館等に提出してください。 

 

学芸員，社会教育主事，司書，司書教諭，登録日本語教員に関するお問い合わせ先 

【学芸員について】 

人文社会エリア支援室 

（建物配置図② １Ａ棟３階） 

学群教務担当 ０２９-８５３-４０２７ 

 

【社会教育主事および資格取得全般について】 

教育推進部社会連携課 

（建物配置図① 本部棟２階） 

 ０２９－８５３－２２０９，２２１０ 

【司書，司書教諭について】 

図書館情報エリア支援室 

（建物配置図⑨ ７Ｂ棟２階） 

学群教務担当 ０２９－８５９－１１１２ 

 

【登録日本語教員について】 

生命環境エリア支援室 

（日本語・日本文化学類 学類長室） 

（建物配置図㉛ ２C棟２階） 

０２９－８５３－6764 

Email:nichi2_office@un.tsukuba.ac.jp 

 


